
那須塩原市で発生した豚熱に係る防疫措置について 
 

令和６(2024)年６月 25 日 農政部畜産振興課  

１ 防疫措置の概要 

（１）農場内の防疫措置の経過 
   ５月 26 日（日）19:00 防疫措置開始 

６月 11 日（火） 9:00 殺処分の完了  （殺処分頭 数：15,736 頭）  
６月 11 日（火）14:00 埋却の完了   （埋 却 頭 数：15,736 頭） 

   ６月 25 日（火）16:00 防疫措置の完了 （防疫措置日数：31 日間） 

（２）消毒ポイント（１か所設置）の状況 
消毒車両台数：延べ 1,078 台  ※ 防疫関連車両を除く。 

（３）従事者の状況  
農場内、防疫拠点、集合施設、消毒ポイント等での業務に延べ 4,883 名が従事 
（うち、県：909 名、国：5名、他県：99 名、農業団体：11 名、協定締結団体：1,100 名、人材派遣：1,864 名、 
委託業者：888 名、その他団体：7名）                    

※主な作業内容 
    ・集合施設 等：防疫作業従事者の受付、防疫服の脱着補助、資材管理  等 
    ・農場内作 業：飼養豚の殺処分、埋却処分、豚舎の清掃・消毒  等 
    ・消毒ポイント：畜産関係車両の消毒、交通誘導  等 

２ 特記事項 

（１）疫学調査 
    ・５月 27 日、農林水産省及び県北家畜保健衛生所職員の調査チームにより実施し、6月 18 日に農林水産省が概要公表 
     公表内容：４月末には死亡豚が増加、豚舎、堆肥舎の壁や防鳥ネットの一部破損、豚舎内へのネズミの侵入  

 （２）養豚場への対応 
    ・発生農場に対しては、通報の遅延について６月 21 日に文書により指導 

・県内の全養豚場に対して、疫学調査結果を踏まえ、飼養衛生管理基準の遵守徹底を注意喚起 

 （３）今後の防疫対応 
    ・豚熱対策タスクフォースによるウイルス侵入経路の解析と侵入防止対策等の検討 
    ・疫学調査結果に基づき、養豚農場における飼養衛生管理基準の遵守指導の徹底 

・那須塩原市の要望を受け、地下水モニタリング検査の実施（第１回：６月 13 日、異常なし） 

 
発生農場の豚の殺処分、埋却、農場の清掃・消毒等の全ての防疫措置が、６月 25 日（火）16:00 に完了 


